ぬまづ技能マイスター認定に関する実施要領
沼津商工会議所
第１　趣旨
　　　この要領は、ぬまづ技能マイスター認定要綱（以下「要綱」という。）第６条に基づき、ぬまづ技能マイスター（以下「マイスター」という。）認定に関し、必要な細目を定めるものである。
第２　被認定者の要件
　　　要綱第２条の要件は、次のとおりとする。
１　要綱第２条（１）に規定する「優れた技能を有すること」とは、次のいずれかの項目を満たしていることをいう。
ア　静岡県技能マイスターに認定された者
イ　県レベルの技能競技大会入賞者
ウ　上記ア及びイと同等以上の者
　　２　要綱第２条（１）に規定する「長年に亘り技能者として活動していること」とは、当該職種に２０年以上の経験を有し、年齢４５歳以上の者をいう。
３　要綱第２条（２）に規定する「後進の指導・育成に貢献したと認められること」とは、次のいずれかの項目を満たしていることをいう。
ア　自らの指導により、技能五輪全国大会、アビリンピックや技能グランプリなどに選手を出場させるなど、後進の育成に実績を上げた者
イ　長期間後進の指導にあたり、その育成に貢献した者
第３　マイスター認定審査会
　　　要綱第２条のマイスター認定審査会は、行政機関、大学教授等、経済界やものづくり関係団体役員などの専門の知識又は経験を有する委員により構成し、マイスターの認定要件について判断するものとする。
第４　マイスター認定証
要綱第３条の認定証は、様式１のとおりとする。
第５　マイスター活動状況報告書
　　　毎年４月末までに、前年度（前年４月１日から本年３月３１日まで）１年間の活動状況を報告するものとする。なお、前年認定されたマイスターにあたっては、認定後から年度末までの間とする。
第６　推薦手続
　　１　候補者の推薦
　　　　要綱第４条の推薦団体の代表者は、本要綱第２の被認定者に該当する者を会頭に推薦するものとする。
２　提出書類
　　　　推薦団体の代表者が会頭に推薦する場合は、次の書類を提出するものとする。ただし、提出された資料は返却しない。
	（１）候補者推薦書
	様式２
	１部

	（２）写真
	ア　サービス判（約12cm×8cm）上半身、正面、脱帽、無背景、縦位置でカラー
	１枚

	
	イ　作業中のもの
	枚数（適宜）

	（３）その他の資料
被認定候補者の後進の育成実績及び現役性を確認することのできる資料を添付する。
	ア　優れた技能を有するものの資料
・　静岡県技能マイスターの認定証の写し、又は、県レベルの技能競技大会の表彰状の写し並びに大会概要がわかる資料など
	１部

	
	イ　後進の指導・育成に貢献したと認められる資料
・　自らの指導により、技能五輪全国大会などに選手を出場させた資料など
・　長期間後進の指導にあたり後進の育成に貢献した資料など
	１部

	
	ウ　現役性の説明資料
・　最近の作品や作業風景の写真など
	１部

	
	エ　新聞記事等
・　本人の実績に関する新聞、雑誌、業界紙の記事など
	枚数（適宜）

	
	オ　資格、表彰等の写し
・　優れた技能や、後進の育成への貢献を証するため、証書、賞状等の写しなど
	１部


第７　要綱第５条のイベント及び広報活動に対する支援経費として、１時間あたり１万円（上限２万円）をマイスターに支給する。但し、他機関、他団体が主催する事業において、謝礼金等の支給を受ける場合は適用しない。
附則
この要綱は、平成２０年　８月２８日より施行する。
